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決 定 書 

 

 申 立 人 Ｘ 

        

 被 申 立 人 Ｙ会社 

 代表取締役 Ｂ 

 

上記当事者間の愛労委令和６年（不）第９号不当労働行為救済申立事件につ

いて、当委員会は、令和７年７月28日第1772回公益委員会議において、会長

公益委員森美穂、公益委員富田隆司、同井上純、同大河内美紀、同大参澄夫、

同杉島由美子、同福谷朋子出席し、合議の上、次のとおり決定する。 

 

主  文 

 

本件申立てを却下する。 

 

理  由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、被申立人Ｙ会社（以下「会社」という。）が、①申立人Ｘ（以

下「Ｘ」という。）に対し、令和５年７月25日、Ａ組合（以下「組合」と

いう。）の職場委員をやらなければ仕事を増やすと述べたこと、②同日、

会社の他の従業員に職場委員の就任を依頼したこと並びに③同日の属する

週及び翌週のチームミーティングにおいて、職場の行動役割表に職場委員

を業務として記載したことが、労働組合法（以下「労組法」という。）第

７条第３号に該当する不当労働行為であるとして、令和６年10月29日に
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申立てがされた事件である。 

なお、請求する救済の内容は、組合の役職の人選への不介入及びマイナ

ス査定評価の無効である。 

第２ 認定した事実 

１ 当事者等 

（１）Ｘ 

Ｘは、平成17年11月28日に会社に採用され、平成18年３月21日に組

合に加入し、令和５年11月20日に組合を脱退した。 

（２）組合 

組合は、昭和38年に設立された労働組合であり、中央役員と各支部

等の組織で構成されている。各支部の役員は、執行委員長、副執行委員

長、書記長、副書記長、執行委員及び職場委員により構成されている。 

（３）会社 

   会社は、自動車部品の製造・開発等を行う株式会社であり、令和７年

３月13日付け答弁書の提出時における国内従業員数は、約6,100名であ

る。 

 ２ 本件申立て及び審査手続の状況 

 （１）本件申立てから第１回調査の前まで 

   ア Ｘは、当委員会に対し、令和６年10月24日付け不当労働行為救済

申立書（以下「申立書」という。）を郵送し、当委員会は、同月29日

に申立書を受領した。なお、申立書には、Ｘの電話番号は記載され

ていなかった。 

当委員会が申立書の内容を確認したところ、不当労働行為を構成

する具体的事実について、行為の日から１年を経過していると思わ

れるものが記載されるなど、幾つかの確認を要する点が見受けられ

た。 
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イ 当委員会は、令和６年11月13日、Ｘに対し、申立書の内容を確認

するため、電話又は電子メールにて当委員会に連絡するよう依頼する

旨記載した書面を、申立書に記載の住所宛てに特定記録郵便で送付し、

当該特定記録郵便が同月14日に配達されたことを、郵便追跡サービ

スにより確認した。 

その後、Ｘは、当委員会の固定電話に架電したため、当委員会は、

Ｘに対し、申立書の内容について確認した後、本件申立てを維持す

るのか尋ねたところ、Ｘは、本件申立てを維持する旨述べた。その

際、当委員会は、Ｘに対し、申立書に記載された住所がＸの勤務先

の住所であることを確認し、あわせて、Ｘの自宅の住所及び携帯電

話の番号を聴取した。 

ウ 当委員会は、令和６年12月12日、Ｘ及び会社に対し、調査開始通

知書及び第１回調査のための日程調整表を特定記録郵便で送付し、当

該特定記録郵便が同月13日に配達されたことを、郵便追跡サービス

により確認した。 

なお、当該日程調整表については、回答期限を同月19日としてい

た。 

   エ 令和６年12月19日、会社は、当委員会に対し、日程調整表をファ

クシミリで送付した。 

   オ Ｘは、当委員会に対し、令和６年12月19日までに日程調整表を送

付しなかった。 

同月20日、当委員会は、Ｘの携帯電話に架電したが、数回の呼出

音の後に留守番電話に切り替わり、Ｘは電話に出なかった。このた

め、当委員会は、Ｘの留守番電話に、第１回調査のための日程調整

表を提出するよう依頼する旨のメッセージを残した。 

     翌日以降、当委員会は、Ｘの携帯電話に複数回架電したが、呼出音
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は鳴るものの留守番電話につながることはなく、Ｘからの連絡もな

かった。 

   カ 当委員会は、令和７年２月18日、Ｘに対し、第１回調査のための

日程調整表をＸの自宅住所に特定記録郵便で再送付し、当該特定記

録郵便が同月19日に配達されたことを、郵便追跡サービスにより確

認した。 

     なお、当該日程調整表については、回答期限を同月25日としてい

た。 

   キ Ｘは、当委員会に対し、令和７年２月25日までに日程調整表を送

付しなかった。 

翌日以降、当委員会は、Ｘの携帯電話に複数回架電したが、当委

員会の固定電話のディスプレイには通話中である旨表示されて話中

音が鳴るのみであり、留守番電話につながることもなく、Ｘからの

連絡もなかった。 

   ク Ｘから何らの連絡もなかったため、令和７年３月５日、当委員会は、

会社と日程調整を行った上で、同年４月14日に第１回調査を開催す

ることとした。 

   ケ 令和７年３月19日、当委員会は、会社に対し、第１回調査に係る

調査通知書を送付した。 

また、当委員会は、同日、Ｘに対し、第１回調査に係る調査通知

書及び会社の答弁書等をＸの自宅住所に特定記録郵便で送付し、当

該特定記録郵便が同月21日に配達されたことを、郵便追跡サービス

により確認した。 

（２）第１回調査から第３回調査まで 

  ア 令和７年４月14日、当委員会は、第１回調査を開催したが、Ｘは

当該調査を事前連絡なく欠席し、書面等を提出することもなかった。 
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当委員会は、第２回調査を申立人側のみの期日として同年５月19

日に開催することとし、同年４月17日、Ｘに対し、第２回調査に係

る調査通知書を特定記録郵便で送付し、当該特定記録郵便が同月18

日に配達されたことを、郵便追跡サービスにより確認した。 

その後、当委員会は、Ｘの携帯電話に複数回架電したが、当委員

会の固定電話のディスプレイには通話中である旨表示されて話中音

が鳴るのみであり、留守番電話につながることもなく、Ｘからの連

絡もなかった。 

  イ 令和７年５月19日、当委員会は、第２回調査を開催したが、Ｘは

当該調査を事前連絡なく欠席し、書面等を提出することもなかった。 

また、当委員会は、調査開始時刻を経過してもＸが現れなかった

ため、Ｘの携帯電話に架電したが、当委員会の固定電話のディスプ

レイには通話中である旨表示されて話中音が鳴るのみであり、留守

番電話につながることもなく、Ｘからの連絡もなかった。 

このため、当委員会は、第３回調査を申立人側のみの期日として

同年６月２日に開催することとし、同年５月22日、Ｘに対し、第３

回調査に係る調査通知書を特定記録郵便で送付し、当該特定記録郵

便が同月23日に配達されたことを、郵便追跡サービスにより確認し

た。 

その後、当委員会は、Ｘの携帯電話に複数回架電したが、当委員

会の固定電話のディスプレイには通話中である旨表示されて話中音

が鳴るのみであり、留守番電話につながることもなく、Ｘからの連

絡もなかった。 

  ウ 令和７年６月２日、当委員会は、第３回調査を開催したが、Ｘは当

該調査を事前連絡なく欠席し、書面等を提出することもなかった。 

また、当委員会は、調査開始時刻を経過してもＸが現れなかった
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ため、Ｘの携帯電話に架電したが、当委員会の固定電話のディスプ

レイには通話中である旨表示されて話中音が鳴るのみであり、留守

番電話につながることもなく、Ｘからの連絡もなかった。 

（３）第３回調査後 

令和７年６月２日の第３回調査後、Ｘから当委員会に対する連絡は一

切なかった。 

第３ 判断及び法律上の根拠 

   第２の２（１）で認定したとおり、Ｘは、本件申立て以降、一度は申立

てを維持する旨電話で述べたが、その後、当委員会からの再三の連絡に一

切応答をせず、第１回調査を開催するための日程調整表を提出しなかった。 

また、第２の２（２）で認定したとおり、Ｘは、当委員会からの調査通

知書を受領しているにもかかわらず、第１回調査から第３回調査までの全

ての調査期日を欠席し、書面等を提出することもなかった上、当委員会へ

連絡することもなく、当委員会からの連絡にも一切応答しなかった。 

そして、第２の２（３）で認定したとおり、第３回調査後においても、

Ｘから当委員会に対する連絡は一切なかった。 

以上のことからすると、Ｘは、本件申立てを維持する意思を放棄したも

のと認めざるを得ない。 

  よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第１項第７号により、主

文のとおり決定する。 

  

令和７年７月28日 

 

愛知県労働委員会 

                  会長 森  美 穂 


